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地方発送
承ります

　
令
和
８
年
３
月
31
日
時
点
で

右
記
年
齢
の
方
は
、
『
歯
周
病

検
診
』
を
自
己
負
担
１
，
０
０

０
円
（
70
歳
の
方
は
無
料
）
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
歯
周
病
は
自
覚
症
状
が
な
い

ま
ま
進
行
し
、
糖
尿
病
、
心
臓

血
管
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
に
な

る
危
険
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
て
い
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
町
か
ら
既
に
歯
周
病
検
診

受
診
券
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
『
歯
周
病
検

診
』
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

受
診
券
利
用
期
限
　

　
令
和
８
年
３
月
31
日

　
　
福
祉
保
健
課
（
☎
76
–
４

６
０
８
）

　
ぶ
な
っ
こ
ラ
ン
ド
冬
期
間
閉

鎖
に
伴
い
、
町
道
真
瀬
線
の
除

雪
（
国
道
１
０
１
号
〜
ぶ
な
っ

こ
ラ
ン
ド
）
は
積
雪
状
況
を
確

認
し
な
が
ら
、
日
中
の
除
雪
作

業
に
変
更
し
ま
す
。
皆
様
に
は
、

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し

ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
建
設
課

　
（
☎
76
–
４
６
１
０
）

　◎
個
人
事
業
税 （
２
期
）の
納

期
限
は
令
和
７
年
12
月
１
日

（
月
）で
す
。

　
忘
れ
ず
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
で
き
る
ほ
か
、eL-Q

R

に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

も
利
用
で
き
ま
す
。
口
座
振
替

を
し
て
い
る
方
は
、
預
金
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
納
付
書
は
令
和
７
年
８
月

１
日（
金
）に
発
送
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
　
【
課
税
に
関
す
る
こ
と
】

秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所
課

税
部
　
第
一
課
（
☎
０
１
８

–
８
６
０
–
３
３
３
８
）

　
【
納
税
に
関
す
る
こ
と
】
秋

田
県
総
合
県
税
事
務
所
納
税

部
収
納
管
理
課
（
☎
０
１
８

–
８
６
０
–
３
３
３
１
）

　
不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
に
灯

油
や
重
油
を
混
ぜ
る
な
ど
し
て

不
正
に
製
造
さ
れ
た
も
の
を
い

い
、
そ
の
製
造
や
使
用
は
軽
油

引
取
税
の
脱
税
や
環
境
汚
染
に

も
つ
な
が
る
非
常
に
悪
質
な
行

為
で
す
。

　
県
で
は
、
事
業
所
等
へ
の
立

ち
入
り
や
、
自
動
車
燃
料
の
抜

き
取
り
な
ど
に
よ
る
不
正
軽
油

の
調
査
を
随
時
実
施
し
て
い
ま

す
。
職
員
が
調
査
に
伺
っ
た
際

は
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
秋
田
県
税
務
課
（
☎
０
１

８
–
８
６
０
–
１
１
２
４
）

　
11
月
10
日
〜
16
日
は
、
ア
ル

コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発
週
間
で

す
。
お
酒
が
原
因
の
困
り
ご
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
能
代
保
健
所
で
は
、
ア
ル
コ

ー
ル
依
存
症
な
ど
の
お
酒
に
関

す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
は
、

や
め
た
く
て
も
や
め
ら
れ
な
い

状
態
に
な
る
「
脳
の
病
気
」
で

す
が
、
適
切
な
治
療
・
支
援
を

問

問問

問

問

20・30・40・45・50・55・60・

65・70
歳
の
節
目
年
齢
の

み
な
さ
ま
へ『
歯
周
病

検
診
』は
受
け
ま
し
た
か
？

受
け
る
こ
と
で
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
秋
田
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「
美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
」
コ

ン
テ
ン
ツ
番
号
８
９
５
８
５
も

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
能
代
保
健
所
（
☎
55
–
８

０
２
３
）

　
大
切
な
物
を
落
と
し
て
し
ま

っ
た
と
き
は
、
場
所
や
時
間
を

選
ば
ず
に
届
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
遺
失

届
」
が
便
利
で
す
。
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
は
、
警
察
に
届
い
て
い

る
落
と
し
物
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

検
索
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
警
察
署
、
交
番
、
駐
在
所
等

に
行
か
な
く
て
も
、
お
手
元
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
簡

単
な
操
作
で
届
出
、
検
索
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
是

非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
　
能
代
警
察
署
　
会
計
課

　
（
☎
52
–
４
３
１
１
）

建
設
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

総
合
県
税
事
務
所
か
ら
の

お
知
ら
せ

不
正
軽
油
撲
滅
の
た
め

調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す

ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題

　
　啓
発
週
間
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
に
存
在
す
る
固
定
資
産

（
土
地
・
家
屋
・
償
却
）
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
年
内
に
家
屋
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
取
壊
し
た

場
合
、
次
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

未
登
記
家
屋
の
場
合

　
取
壊
し
た
家
屋
が
登
記
さ
れ

て
い
な
い
場
合
、
税
務
会
計
課

へ
「
家
屋
滅
失
届
」
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
「
家
屋
滅
失
届
」
は
、
役
場

税
務
会
計
課
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

登
記
家
屋
の
場
合

　
取
壊
し
た
家
屋
が
登
記
さ
れ

て
い
る
場
合
、
法
務
局
に
て

「
建
物
滅
失
登
記
」
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
「
建
物
滅
失

登
記
」
が
年
内
に
完
了
し
な
い

場
合
な
ど
は
、
翌
年
度
も
課
税

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

そ
の
旨
役
場
税
務
会
計
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
「
建

物
滅
失
登
記
」
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
法
務
局
、
土
地
家
屋
調

査
士
等
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

家
屋
を
取
壊
し
た
場
合
は

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

住
宅
取
壊
し
後
の
土
地
の
税
額

に
つ
い
て

　
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家

屋
の
全
部
を
取
壊
し
た
場
合
、

そ
の
土
地
に
適
用
さ
れ
て
い
た

特
例
措
置
が
な
く
な
る
た
め
、

取
壊
し
前
の
税
額
よ
り
上
が
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
　
税
務
会
計
課
　
税
務
係

（
☎
76
–
４
６
０
４
）
、
法

務
局
能
代
支
局
（
☎
54
–
４

１
１
１
）

日
時
　
11
月
16
日（
日
）

会
場
　
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷

（
東
京
都
千
代
田
区
）

　
　
八
峰
町
関
東
ふ
る
さ
と
会

事
務
局
　
芹
田
（
☎
０
８
０

–
１
０
０
２
–
３
５
１
０
）

　
11
月
９
日（
日
）八
峰
町
文
化

祭
に
て
、
制
服
リ
ユ
ー
ス
会
を

開
催
し
ま
す
。

　
当
日
ご
用
意
で
き
る
も
の
は
、

学
生
服
の
み
と
な
り
ま
す
が
、

実
際
に
見
て
ご
試
着
も
い
た
だ

け
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
場
で
譲
渡
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
学
生
証
等
在
学
を
証

明
で
き
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

日
時
　
11
月
９
日（
日
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
２
時

場
所
　
フ
ァ
ガ
ス

　
　
八
峰
町
社
会
福
祉
協
議
会

（
☎
77
–
３
５
５
１
）

消
費
生
活
に
関
す
る
皆
様
の

声
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
！

第
17
回
八
峰
町
関
東
ふ
る
さ
と

会
総
会・懇
親
会
に
つ
い
て

　
秋
田
県
で
は
、
県
民
の
消
費

生
活
の
安
定
と
向
上
を
実
現
す

る
た
め
、
各
種
施
策
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
県

民
の
皆
様
の
意
識
や
ニ
ー
ズ
を

反
映
し
、
よ
り
効
果
的
な
施
策

の
展
開
を
図
る
た
め
、
ア
ン
ケ

ー
ト
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　
皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

対
象
　
秋
田
県
内
に
居
住
す
る

方

※

年
代
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も

回
答
い
た
だ
け
ま
す
。

回
答
方
法
　
左
記
の
Q
R
コ
ー

ド
を
読
み
取
っ
て
ご
回
答
く

だ
さ
い
。   

受
付
期
間
　
12
月
28
日（
日
）ま

で
　
　
秋
田
県
生
活
環
境
部
県
民

生
活
課
（
☎
０
１
８
–
８
６

０
–
１
５
１
７
）

問問

問

問

秋田県消費生活に
関するアンケート

制
服・学
用
品

リ
ユ
ー
ス
事
業
に
つ
い
て

落
と
し
物
を
し
て
し
ま
っ

た
！
そ
ん
な
と
き
は
、

　
　オ
ン
ラ
イ
ン
で
届
出

秋田県警
ホームページ

問


